
事 務 連 絡 

平成３０年１０月２２日 

 

 

各国立大学法人の長 

大学を設置する各地方公共団体の長 

各公立大学法人の理事長 

大学を設置する各学校法人の理事長      殿 

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

  各都道府県知事 

 

 

文部科学省高等教育局専門教育課 

 

 

専門職大学等の設置に関する説明会の開催について 

 

 

 学校教育法の一部改正により、平成３１年４月１日から専門職大学等（専門職大学、専門職短期大学、専門

職学科）制度が施行されます。 

 このたび、専門職大学等の設置をご検討中の方を主たる対象として、下記のとおり説明会を開催することと

いたしました。 

 参加を希望される場合は、別添の参加申込書に必要事項を記入の上、１１月７日（水）１８時（必着）まで

に、下記連絡先までメールにてご連絡ください。 

 なお、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人（準学校法人を含む。）に対して周知を図るようお願

いいたします。 

 

記 

 

○日  時：平成３０年１１月２１日（水）１４：３０～１６：３０（１４：００開場） 

○場  所：ＴＫＰ赤坂駅カンファレンスセンター１３階 ホール１３Ａ 

アクセス：http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-akasaka/access/ 

○対 象 者：主として、専門職大学等の設置をご検討中の方。 

その他、専門職大学等にご関心のある方はどなたでも参加可能です。 

（各組織３名程度以内とし、参加希望者が多数の場合は更に個別に調整させていただく場合がご

ざいます。） 

○説明事項：（１）専門職大学等の設置について 

       ・専門職大学等の制度概要（設置基準の説明を含む。） 

       ・専門職大学等の設置を検討するにあたって留意すべき点 

    （２）質疑応答 

※説明事項等は、変更になる場合があります。 

※講演形式を予定しています。個別具体的な相談をお受けする場ではございません。 

※当日の資料は、後日文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmon/index.htm）

で公表する予定です。 



 

（連絡先） 

 文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学係 

 菊池、田中、中野 

 TEL：03-5253-4111（内線4757,3128） 

 E-mail：senmon@mext.go.jp 

 


